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議第 39号

草津市税条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

令和 5年 6月 9日

草津市長 橋 川  渉
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草津市税条例の一部を改正する条例

草津市税条例 (昭和45年草津市条例第 9号)の一部を次のように改正する。

第 34条の 10第 2項中「または」の右に「当該控除することができなかつた金額のうち法第

314条の 9第 2項後段に規定する還付をすべき金額により」を加え、「の同項の」を「の前項の」

に、「もしくは市民税に充当し」を「、個人の市民税もしくは森林環境税を納付し、もしくは納入

し」に、「に充当する」を「を糸内付し、もしくは納入する」に改める。

第 36条の 3の 2第 5項中「第 3項」を「第 4項」に改め、同項を同条第 6項とし、同条第4

項中「第 2項」を「第 3項」に改め、同項を同条第 5項 とし、同条第 3項中「前 2項」を「第 1

項および前項」に改め、同項を同条第 4項とし、同条第 2項中「前項」を「第 1項」に改あ、同

項を同条第 3項 とし、同条第 1項の次に次の 1項を加える。

2 前項または法第 317条の 3の 2第 1項の規定による申告書を給与支払者を経由して提出す

る場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該給与支払者を経由

して提出した前項または法第 317条の 3の 2第 1項の規定による申告書 (その者が当該前年

の中途において次項の規定による申告書を当該給与支払者を経由して提出した場合には、当該

前年の最後に提出した同項の規定による申告書)に記載した事項と異動がないときは、給与所

得者は、施行規則で定めるところにより、前項または法第 317条の 3の 2第 1項の規定によ

り記載すドき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項または法第 317条の 3の 2第 1

項の規定による申告書を提出することができる。

第 38条の見出し中「方法」を「方法等」に改め、同条第 1項中「もしくは第 2項」を削り、

「によつて」を「により」に改め、同条に次の 1項を加える。

3 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課 し、および徴収する場合にあわせて賦課し、

および徴収する。

第41条中「および」を「、個人の」に、「の合算額」を「および森林環境税額の合算額」に、

「によつて」を「により」に改める。

第44条第 1項各号列記以外の部分中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」

に改め、「均等割額」の右に「(これとあわせて賦課徴収を行 う森林環境税額を含む。次項および

第 5項において同じ。)」 を加え、同条第 2項中「においては」を「には」に、「前項」を「同項」

に、「によつて」を「により」に改め、同条第 3項、第 5項および第 6項中「によつて」を「によ

り」に改める。
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第47条第 1項中「特別徴収税額の」を「特別徴収税額を」に、「によつて」を「により」に、

「においては」を「には」に改め、同条第 2項中「通知によつて」を「通知により」に、「法第 1

7条の 2の規定によつて」を「法第 17条の 2の 2第 1項第 2号に規定する市町村徴収金関係過

誤納金とみなして、同条第 3項、第 6項および第 7項の規定を適用することができるものとし、

当該市町村徴収金関係過誤納金により」に、「に充当する」を「を納付し、または納入することを

委託したものとみなす」に改める。

第 47条の 2第 1項各号列記以外の部分中「によつて徴収することが」を「により徴収するこ

とが」に、「である場合においては」を「である場合には」に改め、「および均等割額」の右に「(こ

れとあわせて賦課徴収を行 う森林環境税額を含む。以下この条および第 47条の5において同

じ。)」 を加え、「によつて徴収する場合においては」を「により徴収する場合には」に、「によつ

て徴J叉する。」を「により徴収する。」に改め、同項第 2号中「によつて」を 「により」に改め、

同条第 2項中「年金所得者に係る」を「年金所得に係る」に、「によつて」を「により」に改め

る。

第 47条の 6第 1項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同条第

2項中「方法によつて」を「方法により」に、「法第 17条の2の規定によつて」を「法第 17条

の 2の 2第 1項第 2号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第 3項、第 6項お

よび第 7項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により」に、

「に充当する」を「を納付 し、または納入することを委話したものとみなす」に改める。

第 82条第 1号二中「および」を「、」に、 「解放」を「開放」に改め、「3輪のもの」の右

イこ「および道路運送車両の保安基準 (昭和 26年運輸省令第 67号)第 1条第 1項第 13号の6

に規定する特定小型原動機付自転車」を加える。

付則第 12条の 2の 2第 4項および第 13条の 2第 3項中「100分の 10」 を「100分の

35」 に改める。

付 則

(施行期日)

第 1条 この条例は、令和 5年 7月 1日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。

(1)第 34条の 10第 2項ならびに第 38条の見出しおよび同条第 1項の改正規定、同条に 1

項を加える改正規定ならびに第41条、第44条、第47条、第47条の 2および第47条
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の 6の改正規定ならびに付則第 12条の 2の 2第 4項および第 13条の 2第 3項の改正規定

ならびに次条第 1項ならびに付則第 3条第 1項 (こ の条例による改正後の草津市税条例 (以

下「新条例」という。)付則第 13条の 2第 3項に係る部分に限る。)お よび第 2項の規定 令

和 6年 1月 1日

(2)第 36条の 3のうの改正規定および次条第 2項の規定 令和 7年 1月 1日

(市民税に関する経過措置)

第 2条 前条第 1号に掲げる規定による改正後の草津市税条例の規定中個人の市民税に関する部

分は、令和 6年度以後の年度分の個人の市民税について適用 し、令和 5年度分までの個人の市

民税については、なお従前の例による。

2 新条例第 36条の 3の 2第 2項の規定は、令和 7年 1月 1日 以後に支払を受けるべき草津市

税条例第 36条の 3の 2第 1項に規定する給与 (以下この項において「給与」という。)につい

て提出する同条第 1項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与に

ついて提出した同項の規定による申告書については、なお従前の例による。

(軽 自動車税に関する経過措置)

第 3条 新条例第 82条第 1号二および付則第 13条の 2第 3項の規定は、令和 6年度以後の年

度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和 5年度分までの軽自動車税の種別割について

は、なお従前の例による。

2 新条例付則第 12条の 2の 2第 4項の規定は、付則第 1条第 1号に掲げる規定の施行の日以

後に取得された 3輪以上の軽自動車に対 して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用

し、同日前に取得された 3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について

は、なお従前の例による。
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議第40号

案

草津市手数料条例および草津市印鑑の登録および証明に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和 5年 6月 9日

草津市長 橋 川  渉
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草津市手数料条例および草津市印鑑の登録および証明に関する条例の一部を改正す

る条例

(草津市手数料条例の一部改正)

第 1条 草津市手数料条例 (昭和 53年草津市条例第 4号)の一部を次のように改正する。

別表第 1項各号列記以外の部分中「「個人番号力‐ ド」という。)」 の右に「または、電気通信

事業法 (昭和 59年法律第 86号)第 12条の 2第 4項第 2号口に規定する移動端末設備 (以

下「移動端末設備」という。)」 を加える。

別表第 3項中「個人番号カー ド」の右に「または移動端末設備」を加え、「 (住民票の写 しの

交付に限る。)」 を削る。,

別表第 18項中「個人番号カー ド」の右に「または移動端末設備」を加える。

(草津市印鑑の登録および証明に関する条例の一部改正)

第 2条 草津市印鑑の登録および証明に関する条例 (昭和 54年草津市条例第 4号)の一部を次

のように改正するど

第 15条第 4項中「利用者証明用電子証明書」を F個人番号カー ド用利用者証明用電子証日月

書または同法第 35条の 2第 6項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書」に改

める。

付 則

この条例は、公布の日から起算して9月 を超えない範囲内において規則で定める日から施行す

る。
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議第41号

草津市医療費特別助成条例の二
部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

令不日5年 6月 9日

草津市長 橋 川  渉
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草津市医療費特別助成条例の一部を改正する条例

草津市医療費特別助成条例 (昭和 53年草津市条例第 33号)の一部を次のように改正する。

第 1条中「小中学生」の右に「および高校生等」を加える。
イ
第 2条第 2号中「小中学生」の右に「および高校生等」を加え、 「15歳」を「18歳」に改

め、同条第 10号および第 11号中「小中学生」の右に「および高校生等」を加える。

第 3条第 1項中「 (小 中学生のうち、 12歳に達する日の翌日以後の最初の4月 1日 から15

歳に達する日以後の最初の3月 31日 の間にある者にあつては、入院に係るものに限る。)」 を

削り、同条第 2項第 1号中「12歳」を「18歳」に改めて同項第 2号中「小中学生のうち12

歳に達する日以後の最初の3月 31日 を経過していない者」を「河Ⅲ中学生および高校生等」に、

「12歳」を「18歳」に改める。

第 4条第 1項ただし書中「小中学生のうち、 12歳に達する日の翌日以後の最初の4月 1日 か

ら15歳に達する日以後の最初の3月 31日 の間にある者である場合または」を削る。

第 7条第 2項中「小中学生」の右に「および高校生等」を加えるも

付 則

(施行期 日)

1 この条例は、令和 5年 10月 1日 から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の草津市

医療費特別助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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議第42号

草津市産業振興条例案

上記の議案を提出する。

令不日5年 6月 9日

草津市長 橋 川  渉

10



草津市産業振興条例

(目 的)

第 1条 この条例は、本市の産業振興に関する基本理念を定め、産業振興に関わる者の役割を明

確にすることにより、近畿圏と中都圏の結節点として交通網が充実し、人・物・情報の交流が

盛んである本市の立地特J性 を生かした産業振興の施策を総合的に推進し、本市経済の発展およ

び市民生活の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第 2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。

(1)事業者 市内で事業活動を行 う個人および法人をいう。

(2)産業振興団体 商工観光関連団体その他の本市産業の振興に資する活動を行 う団体をい

う。

(3)金融機関 事業者と取引を行 う銀行、信用金庫、信用組合、その他の金融機関および信用

保証協会をいう。

(4)教育研究機関 大学その他の教育機関または本市産業の振興に資する研究を行 う機関を

い 9。

(5)市民 市内に居住し、通勤し、もしくは通学する者または市内で活動する者をいう。

(6)中小企業者 中小企業基本法 (昭和 38年法律第 154号)第 2条第 1項各号のいずれか

に該当する事業者 (次号に掲げる者を除く。)をいう。

(7)小規模企業者 中小企業基本法第 2条第 5項の小規模企業者に該当する事業者をいう。

(基本理念)

第 3条 産業振興は、古くから交通の要衝として発展を続け、多様な人・物・情報の交流により

幅広く産業が発展してきた本市の特性に鑑み、地域資源を最大限に活用することにより新たな

価値を創出し、持続可能な未来を創造 していくため、事業者自らの創意工夫および自助努力を

基本とし、産業振興に関わる者がそれぞれの役割を果たしながら、相互の密な連携および協働

のもとで推進されるものとする。

(産業振興計画の策定)

第 4条 市は、前条に定める基本理念に基づき、産業振興計画を策定するものとする。

(事業者の役割)
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第 5条 事業者は、自らの事業の創造、発展および安定ならびに経営の強化に努めるとともに、

雇用の創出および人材の育成に努めるものとする。

2 事業者は、地域社会を構成する一員として、自らの事業活動と市民生活との調和を図りなが

ら、地域社会の持続的な発展に貢献するよう努めるものとする。

(産業振興団体の役割)

第 6条 産業振興団体は、事業者の経営相談および有用な情報の提供を行 うことにより、事業者

の事業活動および創業を支援するよう努めるものとする。

2 産業振興団体は、産業振興を目的とした事業の実施および市が実施する産業振興の施策への

協力を通じて、地域社会の持続的な発展に貢献するよう努めるものとする。

(金融機関の役害1)

第 7条 金融機関は、事業者の資金需要に対する適切かつ円滑な資金の供給および経営支援を行

うよう努めるものとするЬ

2 金融機関は、自らの事業活動およびまちづくりに関する活動を通じて、地域社会の持続的な

発展に貢献するよう努めるものとする。

(教育研究機関の役割)

第 8条 教育研究機関は、産業振興を担 う人材の育成に協力するよう努めるものとする。

2 教育研究機関は、研究成果等の普及および活用を通じて、地域社会の持続的な発展に貢献す

るよう努めるものとする。

(市民の役割 )

第 9条 市民は、自らの消費行動等が本市経済の発展に貢献することを理解するとともに、事業

者による事業活動が地域社会の持続的な発展に貢献していることを認識し、産業振興に協力す

るよう努めるものとする。

(市の役割)

第 10条 市は、第 3条に定める基本理念および第4条に定める産業振興計画に基づき、産業振

興の施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

2 市は、産業振興の施策を実施するため、必要な体制の整備を行 うものとする。

3 市は、産業振興の施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

4 市は、国、県等との連携を図るとともに、産業振興に関わる者の相互の連携および協働を促

進するものとする。
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5 市は、産業振興の施策を実施するに当たつては、本市経済の発展に重要な役割を果たす中小

企業者および小規模企業者の振興に積極的に取り組むものとする。   ′

(委任)

第 11条 .こ の条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。

付 則

この条例は、令和ら年 7月 1日 から施行する。

13



議第43号

草津市都市公園条例および草津市立ロクハ公園駐車場条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

令和 5年 6月 9日

草津市長 橋 川  渉
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草津市都市公園条例および草津市立ロクハ公園駐車場条例の一部を改正する条例案

(草津市都市公園条例の一部改正)

第 1条 草津市都市公園条例 (昭和 68年草津市条例第 18号)の一部を次のように改正する。

第 15条第 1項中「ロクハ公園、」を削る。

(草津市立ロクハ公園駐車場条例の一部改正)                  ｀

第 2条 草津市立ロクハ公園駐車場条例 (昭和 63年草津市条例第 19号)の一部を次のように

改正する。

第 6条第 2項に次のただし書を力日える。

ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

第 8条を削り、第 9条を第 8条 とし、第 10条から第 16条までを 1条ずつ繰 り上げる。

付 則

(施行期 日)

1 この条例は、令和 6年 4月 1日 から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定の手続きその他指定管理者に管理業務を行わせるための準備行為は、この

条例の施行の日前においてもすることができる。
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議第44号

財産の交換につき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

令不日5ノギ 6月 9日

草津市長 橋 川  渉
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財産の交換につき議決を求めることについて

下記のとおり財産を交換することにつき、地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 96条第

1項第 6号の規定に基づき、議会の議決を求める。

記

交換に供する財産

種類 土地

地番 草津市野路町字金鉄落 3025番

地目 公園

面積  1, 100.29平 方メー トル

価 格  105, 132, 709円

交換により取得する財産

種類 土地

地番 草津市矢橋町字奥ノ沢 340番 他 2筆

地目 公園   ′

面積  3, 442, 35平方メーートル

価 格  81, 583, 695円

交換の相手方

大阪府大阪市北区本庄西三丁目9番 3号

ニプロ株式会社

代表取締役社長 佐 野 嘉 彦

交換差額の補足

ニプロ株式会社は、市に対 し、交換差額金 23, 549, 014円 を支払 うものとする。
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